
【機密性1情報】 様式3-4

公益
法人
の区
分

国認定、
都道府県
認定の区

分

応札・
応募者
数

スポーツくじ販売店チケット
用ロール紙の調達

契約担当役
独立行政法人日本スポーツ振興
センター　理事長　芦立　訓
東京都新宿区霞ヶ丘町4-1

R5.3.1
大日本印刷株式会社情報イノ
ベーション事業部
東京都新宿区市谷加賀町1-1-1

5011101012069

【会計規則第18条第4項:競争に付することが不利と認
められる場合】
大日本印刷株式会社以外のチケットロール紙を調達す
る場合、新たなセキュリティ技術に適合する端末や真
贋判定装置の開発及び、コンビニエンスストア各
チェーンでのチケット読み取りテストが必要となり、
くじ安定販売へのリスク増加や、膨大なコストの発生
が想定される。

同種の他の契約の
予定価格を類推さ
れるおそれがある
ため公表しない

38,610,000 － 0 － － －

秩父宮ラグビー場及びテニス
場（秩父宮ラグビー場敷地
内）で使用するガスの調達

契約担当役
独立行政法人日本スポーツ振興
センター　理事長　芦立　訓
東京都新宿区霞ヶ丘町4-1

R5.3.2
株式会社CDエナジーダイレクト
東京都中央区日本橋室町4-5-1

2010001190770

【会計規則第18条第4項:競争に付することが不利と認
められる場合】
施設の維持管理のためには、ガスは必要不可欠である
ため、過去に契約実績のあるガス小売事業者（東京ガ
ス株式会社、ENEOS株式会社、株式会社CDエナジーダ
イレクト）へ確認を行ったところ、東京ガス株式会社
からは入札への参加の意向はなく、一般料金は案内し
ておらず最終保障供給のみ受付、ENEOS株式会社及び
株式会社CDエナジーダイレクトからは入札への参加の
意向はないが、契約プランの提示が可能との回答が
あった。
これまでの使用量実績をもとに、提示のあったENEOS
株式会社、株式会社CDエナジーダイレクトの契約プラ
ンと「最終保障供給制度」を比較し、ガス料金の試算
をしたところ、株式会社CDエナジーダイレクトと契約
することが経済的で著しく有利となると判断できたこ
とから、株式会社CDエナジーダイレクトと随意契約を
締結するものである。

同種の他の契約の
予定価格を類推さ
れるおそれがある
ため公表しない

3,376,300 － 0 － － －

ハイパフォーマンススポーツ
センターにおける宅配業務

契約担当役
独立行政法人日本スポーツ振興
センター　理事長　芦立　訓
東京都新宿区霞ヶ丘町4-1

R5.3.6
ヤマト運輸株式会社　王子営業
所
東京都足立区新田1-9-1

1010001092605

【会計規則第18条第5項及び契約事務取扱規程第25条:
競争に付しても入札者がないとき】
入札公告を行っても競争に参加する意思のある者が現
れなかったため。

同種の他の契約の
予定価格を類推さ
れるおそれがある
ため公表しない

1,917,348 － 0 － － －

スポーツくじお客様センター
運営業務の委託

契約担当役
独立行政法人日本スポーツ振興
センター　理事長　芦立　訓
東京都新宿区霞ヶ丘町4-1

R5.3.3

株式会社ＮＴＴマーケティング
アクトＰｒｏＣＸ
大阪府大阪市都島区東野田町4-
15-82

5120001238738

【会計規則第18条第4項:競争に付することが不利と認
められる場合】
新商品発売後の安定稼働確保の必要性があること、ま
た、サービスレベル確保のため、十分な引継ぎを行う
習熟期間が必要不可欠であるため。

同種の他の契約の
予定価格を類推さ
れるおそれがある
ため公表しない

89,552,320 － 0 － － －

国立代々木競技場で使用する
都市ガスの調達

契約担当役
独立行政法人日本スポーツ振興
センター　理事長　芦立　訓
東京都新宿区霞ヶ丘町4-1

R5.3.3
株式会社CDエナジーダイレクト
東京都中央区日本橋室町4-5-1

2010001190770

【会計規則第18条第4項:競争に付することが不利と認
められる場合】
「東京ガス（最終保障供給）」と「ＣＤエナジーダイ
レクト」の料金を比較したところ、直近1年の使用実
績からの試算では「ＣＤエナジーダイレクト」の方が
安価になるという結果であった。
上記のとおり、ＣＤエナジーダイレクトと契約を締結
することで経済的に有利となる可能性が高いこと、並
びに最終保障契約制度の趣旨に鑑みて、ＣＤエナジー
ダイレクトと随意契約を行う。

同種の他の契約の
予定価格を類推さ
れるおそれがある
ため公表しない

47,972,354 － 0 － － －

落札率

再就
職の
役員
の数

公益法人の場合

備考

法人名：独立行政法人日本スポーツ振興センター（法人番号：5011105002256）

公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公開（物品･役務等）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年6月1日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

物品役務等の名称及び数量
契約担当者等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締
結した日

契約の相手方の商号又は名称及
び住所

契約の相手方の
法人番号

随意契約によることとした業務方法書又は会計規程等
の根拠規程及び理由

予定価格
（単位：円）

契約金額
（単位：円）
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備考物品役務等の名称及び数量
契約担当者等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締
結した日

契約の相手方の商号又は名称及
び住所

契約の相手方の
法人番号
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予定価格
（単位：円）

契約金額
（単位：円）

身体組成測定機器の購入

契約担当役
独立行政法人日本スポーツ振興
センター　理事長　芦立　訓
東京都新宿区霞ヶ丘町4-1

R5.3.9
東洋メディック株式会社
東京都千代田区飯田橋3-8-5

2011101014794

【会計規則第18条第4項:契約の性質又は目的が競争を
許さない場合】
空気置換法を用いた身体組成測定機器はCOSMED社製の
BODPODのみであり、東洋メディック株式会社が日本国
内唯一の代理店であるため。

同種の他の契約の
予定価格を類推さ
れるおそれがある
ため公表しない

21,120,000 － 0 － － －

スポーツくじ販売・払戻シス
テム改善対応(SEJ社のINS回
線廃止に伴う通信手順変更対
応)

契約担当役
独立行政法人日本スポーツ振興
センター　理事長　芦立　訓
東京都新宿区霞ヶ丘町4-1

R5.3.14
富士通株式会社官公庁事業本部
官庁第二事業部
東京都港区東新橋1-5-2

1020001071491

【会計規則第18条第4項:競争に付することが不利と認
められる場合】
センターシステムと密に連携した大規模なシステムが
対象であり、考慮事項が多岐にわたること、また、障
害発生時の責任が不明確となる可能性があることか
ら、初期構築業者である富士通社以外が履行した場
合、著しく不利な契約となる虞があるため。

同種の他の契約の
予定価格を類推さ
れるおそれがある
ため公表しない

12,903,000 － 0 － － －

国立競技場で使用する電気一
式

契約担当役
独立行政法人日本スポーツ振興
センター　理事長　芦立　訓
東京都新宿区霞ヶ丘町4-1

R5.3.20
東京電力エナジーパートナー株
式会社
東京都千代田区内幸町1-1-3

8010001166930

【会計規則第18条第4項:競争に付することが不利と認
められる場合】
現在、九電みらいエナジー株式会社から電気の需給契
約をしていたが、九電みらいエナジー株式会社との契
約において、契約期間満了の日までに双方から異議の
申し出がない場合は1年延伸となる旨が定められてお
り、令和5年4月からの契約について、他の電気小売事
業者と料金比較を行ったところ、東京電力エナジー
パートナー株式会社から現在の契約よりも安価な提案
があり、このまま九電みらいエナジー株式会社との契
約を延伸するよりも東京電力エナジーパートナー株式
会社と契約をした方が経済的で著しく有利となると判
断できたことから、随意契約を締結するものである。

同種の他の契約の
予定価格を類推さ
れるおそれがある
ため公表しない

291,862,130 － 0 － － －

令和５年度「アスリート育成
パスウェイの構築支援」委託
事業ジャパン・ライジング・
スター・プロジェクト（パラ
リンピック競技）

契約担当役
独立行政法人日本スポーツ振興
センター　理事長　芦立　訓
東京都新宿区霞ヶ丘町4-1

R5.3.27

公益財団法人日本パラスポーツ
協会
東京都中央区日本橋蛎殻町2-13-
6 3階

7010005017932

【会計規則第18条第4項:契約の性質又は目的が競争を
許さない場合】
J-STARプロジェクトのうちパラリンピック競技につい
ては、専門的な知見が必要であり、その知見を持つの
は中央競技団体だけであるため。

150,000,000 149,999,734 99.99% 0 公財 国認定 1 概算契約

国際スポーツ大会等の結果
データベースの利用

契約担当役
独立行政法人日本スポーツ振興
センター　理事長　芦立　訓
東京都新宿区霞ヶ丘町4-1

R5.3.27
Gracenote
Binnenwal 2, 3432 GH
Nieuwegein, The Netherlands

－

【会計規則第18条第4項:契約の性質又は目的が競争を
許さない場合】
条件を満たすサービスを提供しているのは、世界でも
Gracenote社のみであるため。

同種の他の契約の
予定価格を類推さ
れるおそれがある
ため公表しない

26,765,144 － 0 － － －
€189,528.00
にて契約

新秩父宮ラグビー場（仮称）
整備・運営等事業の業績監視
支援業務（財務・法務分野）

契約担当役
独立行政法人日本スポーツ振興
センター　理事長　芦立　訓
東京都新宿区霞ヶ丘町4-1

R5.3.23
株式会社日本総合研究所
東京都品川区東五反田2-18-1

4010701026082

【会計規則第18条第4項:競争に付することが不利と認
められる場合】
「新ラグビー場（仮称）整備・運営等事業」に係る
「特定事業契約」、「モニタリング基本計画」及び
「業務要求水準」等の検討経緯等を含め、その内容を
詳細に理解している必要があることから、現在「新秩
父宮ラグビー場整備事業ＰＦＩ手法による整備（財
務・法務分野）検討業務」を受注・履行している株式
会社日本総合研究所とすることが適当であると考えら
れるため。

同種の他の契約の
予定価格を類推さ
れるおそれがある
ため公表しない

12,980,000 － 0 － － －
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2024年パリオリンピック・パ
ラリンピック夏季競技大会の
現地サポート拠点設置施設の
手配

契約担当役
独立行政法人日本スポーツ振興
センター　理事長　芦立　訓
東京都新宿区霞ヶ丘町4-1

R5.3.24

VPI SAS
73 rue antoine Arnaud 69400
Villefranche sur Saone,
France

－

【会計規則第18条第4項:契約の性質又は目的が競争を
許さない場合】
スポーツ庁委託事業「ハイパフォーマンス・サポート
事業」では、2024年にフランス・パリで開催されるオ
リンピック・パラリンピック夏季競技大会（以下、
「2024パリ」という。)において、日本選手団をス
ポーツ医・科学、情報面から総合的にサポートする拠
点(以下「拠点」という。)の設置準備を進めている。
複数の現地視察、スポーツ庁やJOC、JPCとの検討の結
果、機能や規模、選手村からのアクセスや周囲の環境
等を踏まえ、拠点として利用する施設を、「Casa
Padel Uno」と決定する。
施設所有者が施設の利用契約は仏国国内法人と行うこ
とを求め、契約者としてVPI SASを選定したため、VPI
SASに施設の手配を依頼する。

同種の他の契約の
予定価格を類推さ
れるおそれがある
ため公表しない

257,537,880 － 0 － － －
€

1,818,000.00
にて契約

令和５年度ナショナルトレー
ニングセンター競技別強化拠
点機能強化事業（強化拠点の
環境整備）（ローイング）の
運営支援業務

契約担当役
独立行政法人日本スポーツ振興
センター　理事長　芦立　訓
東京都新宿区霞ヶ丘町4-1

R5.3.30
公益社団法人日本ローイング協
会
東京都新宿区霞ヶ丘町4-2

2011005000148

【会計規則第18条第4項:契約の性質又は目的が競争を
許さない場合】
ＪＳＣが受託したＮＴＣ活用事業の指定施設は、戸田
公園漕艇場及び戸田艇庫、競技はボート競技となって
いる。これらの施設において上記目的を図るために
は、ナショナルチームやその他中央競技団体が指定す
る強化対象選手等の拠点活用時のトレーニングサポー
ト業務やマネジメントサポート業務、環境整備が必要
であるが、これらの業務を実施するにあたっては、当
該施設の活用競技団体であり強化対象選手の登録先で
ある公益社団法人日本ローイング協会（以下、「日本
ローイング協会」という。）の連携、支援なしには、
十分なＮＴＣ活用事業が実現しない。また、上記業務
については、日本ローイング協会が従来より実施して
いる事業の一つであるため、支援業務を委託すること
で、効率的に活用事業が実施できるため。

同種の他の契約の
予定価格を類推さ
れるおそれがある
ため公表しない

8,819,690 － 0 公社 国認定 1

国立スポーツ科学センター特
殊実験設備等の保守

契約担当役
独立行政法人日本スポーツ振興
センター　理事長　芦立　訓
東京都新宿区霞ヶ丘町4-1

R5.3.31
エスペック株式会社
大阪府大阪市北区天神橋3-5-6

7120001059661

【会計規則第18条第4項:契約の性質又は目的が競争を
許さない場合】
特殊実験設備（低酸素設備）は、エスペック株式会社
の特許に基づき製造されたものであり、その制御技術
を熟知する業者は国内には他にないため。

同種の他の契約の
予定価格を類推さ
れるおそれがある
ため公表しない

18,768,750 － 0 － － －

競技者食事記録システム保守
及び運用

契約担当役
独立行政法人日本スポーツ振興
センター　理事長　芦立　訓
東京都新宿区霞ヶ丘町4-1

R5.3.31
foo.log株式会社
東京都文京区本郷4-37ｰ17

2010001141963

【会計規則第18条第4項:契約の性質又は目的が競争を
許さない場合】
　競技者食事記録システムに使用されている画像解析
の基礎技術は、東京大学相澤研究室で研究・開発され
たものであり、同技術に関わる知的財産の独占的なラ
イセンスを東京大学より受け、食事記録のクラウド
サービス事業を展開しているのがfoo.log社である。
　このため、同技術を核心部に使用している競技者食
事記録システムの保守を安全かつ適性に実施すること
は、foo.log社にしか行うことができない。
　加え、本システムをクラウドサービスと連動させ、
システム仕様に合う正確な食事データをシステムに
フィードバックする運用についても、foo.log社にし
か行うことができない。
　これらのことから、競技者食事記録システムの保守
及び運用を安全かつ適正に遂行できるのは、独占的な
ライセンスを有するfoo.log社のみであると考えられ
るため。

同種の他の契約の
予定価格を類推さ
れるおそれがある
ため公表しない

1,980,000 － 0 － － －
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契約を締
結した日

契約の相手方の商号又は名称及
び住所

契約の相手方の
法人番号

随意契約によることとした業務方法書又は会計規程等
の根拠規程及び理由

予定価格
（単位：円）

契約金額
（単位：円）

秩父宮ラグビー場及びテニス
場（秩父宮ラグビー場敷地
内）で使用する電気の調達

契約担当役
独立行政法人日本スポーツ振興
センター　理事長　芦立　訓
東京都新宿区霞ヶ丘町4-1

R5.3.30
東京電力パワーグリッド株式会
社
東京都千代田区内幸町1-1-3

3010001166927

【会計規則第18条第4項:競争に付することが不利と認
められる場合】
電気事業法における最終保障サービスで、電力供給会
社と電気の需給契約が成立しない利用者に対し、電気
の供給を保障するための制度を利用し、東京都内に位
置する秩父宮ラグビー場・テニス場では供給区域が東
京電力パワーグリッドであるため。

同種の他の契約の
予定価格を類推さ
れるおそれがある
ため公表しない

4,014,819 － 0 － － －

戸田艇庫の土地賃貸借契約

契約担当役
独立行政法人日本スポーツ振興
センター　理事長　芦立　訓
東京都新宿区霞ヶ丘町4-1

R5.3.30

公益社団法人日本ローイング協
会
東京都新宿区霞ヶ丘町4-2ジャパ
ンスポーツオリンピックスクエ
ア606

2011005000148

【会計規則第18条第5項及び契約事務取扱規程第24条:
都道府県及び市町村その他の公共法人、公益法人等か
ら直接に物件を買い入れ又は借り入れるとき】
契約の相手方が公益法人である公益社団法人日本ロー
イング協会であることから、独立行政法人日本スポー
ツ振興センター会計規則第１８条第５項及び契約事務
取扱規程第２４条第９号「都道府県及び市町村その他
の公法人、公益法人等から直接に物件を買い入れ又は
借り入れるとき」に該当するため。

同種の他の契約の
予定価格を類推さ
れるおそれがある
ため公表しない

6,000,000 － 0 公社 国認定 1

ハイパフォーマンススポーツ
センターで使用する電気一式
の調達

契約担当役
独立行政法人日本スポーツ振興
センター　理事長　芦立　訓
東京都新宿区霞ヶ丘町4-1

R5.3.31
東京電力エナジーパートナー株
式会社
東京都千代田区内幸町1-1-3

8010001166930

【会計規則第18条第4項:競争に付することが不利と認
められる場合】
東京電力エナジーパートナー株式会社（市場ハイブ
リッドプラン）及び九電みらいエナジー株式会社（市
場連動電力プラン）の料金内容を確認し、東京電力エ
ナジーパートナー株式会社の方が安価に調達できる見
込みであり、最終保障供給制度より安価になる為、東
京電力エナジーパートナー株式会社と随意契約を締結
する。

同種の他の契約の
予定価格を類推さ
れるおそれがある
ため公表しない

680,916,159 － 0 － － －

令和５年度ウェブサイトシス
テムサポート・保守等業務委
託

契約担当役
独立行政法人日本スポーツ振興
センター　理事長　芦立　訓
東京都新宿区霞ヶ丘町4-1

R5.3.31
株式会社インフォネット
東京都千代田区大手町1-5-1

2010001142978

【会計規則第18条第4項:契約の性質又は目的が競争を
許さない場合】
当センターの法人ウェブサイトは株式会社インフォ
ネットの独自パッケージであるコンテンツマネジメン
トシステムinfoCMSを利用して構築されており、当該
パッケージ以外で現在のウェブサイトをサポート・保
守することはできない。

同種の他の契約の
予定価格を類推さ
れるおそれがある
ため公表しない

6,965,420 － 0 － － －

※公益法人の区分において、「公財」は「公益財団法人」、「公社」は「公益社団法人」、「特財」は「特例財団法人」、「特社」は「特例社団法人」をいう。

（注）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。


